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令和２年 第１０回教育委員会会議（報告） 

 

令和２年１０月２１日 

 
 
１ 前回の会議録確定  全員異議なく確定 
 
 
２ 教育委員会活動報告  資料報告 
 
 
３ 議        事 

日  程 件          名 議決年月日 議決要旨 

 
議案第１号 
 
 
議案第２号 
 
 

 
美深町立学校職員におけるハラスメント防止等に
関する指針の策定について 
 
美深町立学校における働き方改革行動計画の改定
について 
 

 
R2.10.21 

 
 

R2.10.21 

 
原案可決 

 
 

原案可決 
 

 
 
４ 所管行政に関する協議 

日  程 件          名 協議等年月日 要  旨 

 
協議事項１ 
 
報告事項１ 
 
そ の 他 

 
学校給食費の改定について 
 
仁宇布小中学校建替工事について 
 
１１月の行事予定について 
 
秋の学校訪問について 
 

 
RR2.10.216 
 
RR2.10.21 

 
資料協議 

 
資料報告 

 
予定説明 

 
予定説明 
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 令和２年 第１０回教育委員会会議録  

 

美深町教育委員会会議を次のとおり開催したので、その記録を委員会会議規則第８条に基づ

き報告いたします。 
 

１ 開催日時  令和２年１０月２１日（水）午後４時００分～午後５時１５分 

 

２ 開催場所  美深町文化会館 ＣＯＭ１００ 大会議室 

 

３ 出 席 者（１３名） 

<委 員> 教  育  長 草 野 孝 治  代     理 安 喰 俊 博 

 委    員 清水満寿美       委      員 坂 井 弘 明 

 委    員 大 島 一 夫    

<職 員> 次    長 望 月 清 貴   センター長 田 澤   満 

 

主幹（社会・体育）

主幹（学校） 

副主幹（学校） 

大 堀 裕 康

和 田 政 則 

久 保 元 樹 

 

学校給食 C長 

副センター長 

副主幹（学校） 

中山裕一郎 

富 田 由 佳 

野 村   薫 

 

４ 議決した件名 

  議案第１号  美深町立学校職員におけるハラスメント防止等に関する指針の策定につい 

て 

  議案第２号  美深町立学校における働き方改革行動計画の改定について 

 

５ 所管行政に関する協議 

  協議事項１  学校給食費の改定について 

  報告事項１  仁宇布小中学校建替工事について 

  そ の 他  １１月の行事予定について 

         秋の学校訪問について 

 

６ 会議記録    
 

◎ 開  会（午後４時００分） 

 

教 育 長 

 

それでは、ただ今から令和２年第１０回教育委員会会議を開会いたします。本

日教育委員全員出席でございます。 
 

 

（１）前回の会議録の確定 
 

教 育 長 

 

 

教 育 次 長 

 

教 育 長 

教 育 長 

 

はじめに会議録の確定ですが、お手元に配付の９月２４日開催、令和２年第９

回教育委員会会議録と、１０月１日開催、第２回臨時教育委員会会議録につい

て、事務局、説明願います。 

（令和２年第９回教育委員会会議録及び令和２年第２回臨時教育委員会会議録に

ついて別紙により説明） 

説明が終わりました。会議録について、ご確認をお願いします。 

ご確認いただけたでしょうか。特に何もなければ、会議録について確定させて

いただきますが、よろしいでしょうか。 



~ 3 ~ 

 

教 育 長 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、会議録を確定いたします。 

 

 

（２）教育委員会活動報告 
 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて、教育委員会活動報告ですが、はじめに私の方からご報告いたします。

１ページ、１０月６日(火)名寄市で、令和２年度上川北部地区の教育委員研修

会がございました。なかなか委員の皆様の日程調整が厳しく、今回安喰代理と

事務局から久保係長、そして私の３人で出席いたしました。持ち回り開催とい

うことで、今年は名寄市を会場に委員、職員、そして講師の教育局の方など、

あわせて９市町村から４４人の出席となってございます。名寄の天文台「きた

すばる」において、村上台長さんから施設の使用状況についての説明、そして

施設見学ということで、実際に天文台を見学させていただきました。その後会

場をホテル藤花の方に移動しまして、上川教育局の手塚次長より、教育課題に

ついてご講演をいただきました。引き続き、同会場で開催された懇親会に出席

し、この日の研修会を一日日程ということで終えているところでございます。 

１０月１３日(火)に、上川管内教育委員会連合会教育長部会の研修会、あわせ

て教育長会議、働き方改革推進会議、教育長の部会ということで、１泊２日の

日程で開催され、参加してきてございます。これも持ち回りで、今年は中川町

の生涯学習センター「ちゃいむ」を会場に開催となりました。教育長会議の中

では、特に新聞報道等でご承知かとは思いますが、道職員また道立学校の先生

の事件、事故、わいせつ行為等々が続いているということで、その懲戒処分、

免職規定を明確化したということを含めまして、私生活においても教育公務員

として服務厳正保持に努めるようにということで、徹底を期すように指導があ

りました。続いての、教育長の研修会でございますが、公立千歳科学技術大学

の小松川教授を講師に、ICT教育に関して、これからGIGAスクール構想に基づ

いて、児童生徒１人１台のタブレットを配付するということで、ご講演をいた

だきました。教育長部会では、現在上川管内の教育長部会長は愛別町の大山教

育長が務めてございます。このあと上川北部から部会長を出す当番ということ

になっておりまして、それを１２月中に北部から部会長候補を選出するという

ことで、部会の中で協議してございます。剣淵の半田教育長が現副部会長にな

っておられますので、これらを中心に北部の教育長で協議をするというような

流れになっているところでございます。この後、教育懇談会は、中川のポンピ

ラ・アクア・リズイングで開催され、翌日佐久にありますエコミュージアムセ

ンターを全員で視察したところでございます。アンモナイトをはじめ、それぞ

れ展示場を視察しました。その他、宿泊研修所を案内いただきまして、午前中

に研修会を終えまして帰路についています。 

１０月１４日(水)美深高等学校の１日体験入学が開催され、道立の学校でござ

いますが、教育長もぜひ出席して挨拶いただきたいということでお話がござい

ました。この日、名寄中、名寄東中、智恵文中、音威子府中、風連中、そして

美深中と仁宇布中から７２人の３年生の生徒と、保護者、教員が約２０人参加

しました。初めに美深高校の体育館でまずレクチャーがございまして、その後

授業の見学やスタディサプリのデモ、という形で実施しております。学校紹介

は、校長の他、生徒会執行部がそれぞれ大画面で、部活の紹介ですとか、学校

行事の紹介等行ってございます。私からは、美深高校は道立の学校だけれども、

美深町にとって大切な学校だ、ということで、まだ進路を決めかねている方が

いましたら、少人数で一人一人に合った学びが実践できるということで、ぜひ

美深高校を選んでください、ということでお話をしてきたところでございま

す。昨年は５８人の生徒の出席ということでしたが、今年は７２人の出席とい
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各 担 当 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

うことで、昨年よりは多いのかなというところです。実際何人志望してくれる

かということで、今後は、校長は名寄周辺に再度 PR説明に動くということで、

お話を伺ってきたところでございます。私からは以上です。 

その他、担当から報告願います。 

（活動報告について、別紙により報告）  

事務局からの説明が終わりました。 

教育委員会活動報告について、委員の皆様からご質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

なければ、教育委員会活動報告については、報告済みといたします。 

 

 

（３）議  事 

教 育 長 

 

 

副主幹（学校） 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清 水 委 員 

 

教 育 長 

副 主 幹 ( 学 校 ) 

 

 

清 水 委 員 

副主幹（学校） 

教 育 長 

清 水 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

 

続いて、議事に入ります。議案第１号「美深町立学校職員におけるハラスメン

ト防止等に関する指針の策定について」を議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

（議案第１号について説明） 

事務局の説明が終わりました。この指針についてですが、先日の教育長会議の

中でも早急に策定しなさいということでお話がございました。９月 1日現在で

は、上川管内でパワーハラスメントの相談窓口を持っているのが９、セクハラ

も９、そして妊娠出産の相談窓口を持っているのが 8件という状況で、今年度

末までに速やかに措置を講ずるようにというお話がございました。教育委員会

としましては、１０月１４日に臨時校長会議を開きまして、これらの内容につ

いて、まずは校長先生のご理解、また相談員等々についても関わってくるとい

うことで、説明会を開催し、本日の教育委員会会議において指針をご提案申し

上げるものでございます。北海道教育委員会にあっては、それぞれ３つの指針

を別々に作っておりますが、他の町村等を参考にしましたら、３つまとめて指

針を策定しているという事例があることから、本町の教育委員会においても、

この指針について「ハラスメント」ということで、３つを１本の指針という形

で設けたいと思っているところでございます。 

議案第 1号について、質疑がございましたらお願いします。 

「相談員を配置する」となっていますが、具体的にどういったメンバーで何名ぐ 

らい配置する、というのはもう決まっているのですか。 

５ページの第４、相談窓口の設置について、事務局、説明願います。 

５ページ第４の２に「相談員は、学校長又は教育次長を含む２人以上で相談等

に対応する」ということで、学校であれば学校長と教頭先生が、教育委員会に

来た場合は教育次長と主幹の、それぞれ２人以上で対応するということです。 

第三者にお願いするとか、そういうのではないのですね。 

先生が学校に相談しづらい場合は教育委員会に、というイメージです。 

まずは相談窓口を作りなさい、ということです。 

教育委員会に相談窓口を置いて、ということで、外部の誰かにお願いするとい

うのではないのですね。 

もしかすると先生が学校長からハラスメントを受ける場合もありますので、そ

ういった場合は学校長に相談できませんので、教育委員会に相談するというこ

ともありますので、こういった形になっています。指針ですので、不都合があ

れば随時教育委員会会議に諮って、指針を見直していく形になるかと思います。

今のところ学校の関係は学校長、教育委員会の窓口は教育次長が相談窓口とい 
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教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

主 幹 （ 学 校 ） 

教 育 長 

 

 

 

大 島 委 員 

 

 

教 育 長 

主 幹 （ 学 校 ） 

 

教 育 長 

安 喰 委 員 

主 幹 （ 学 校 ） 

教 育 長 

坂 井 委 員 

 

主 幹 ( 学 校 ) 

 

 

坂 井 委 員 

 

主 幹 （ 学 校 ） 

坂 井 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 幹 （ 学 校 ） 

 

 

教 育 長 

 

坂 井 委 員 

主 幹 （ 学 校 ） 

教 育 長 

 

う形で進めて行くことになってございます。他、ご質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

質疑がないようですので、議案第１号「美深町立学校職員におけるハラスメン 

ト防止等に関する指針の策定について」をお諮りします。原案のとおりでご異 

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

それでは異議なしと認め、議案第１号は、原案通り可決といたします。 

 

続きまして議案第２号「美深町立学校における働き方改革行動計画の改定につ

いて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

（議案第２号について説明） 

今ありましたが、１４ページの（３）の④で、改定前は「検討」となっていま

したが、実際タイムレコーダーで行うということで、こちらの文言を「構築す

る」に変えているところでございます。事務局の説明が終わりました。議案第

２号について、質疑がありましたらお願いします。 

１１ページの（２）の③の児童生徒等に係る臨時的な特別な事情がある場合の

上限時間は、②のおよそ２倍の時間が設定されているのですが、具体的にはど

ういう状況のときのことでしょうか。 

事務局、説明願います。 

災害が起きたときですとか、学校の中でいじめ等を含む事故が起きたときが、

この特別な事情がある場合というふうに考えています。 

他、ご質疑ございますか。 

実際にその特別な事情というものはあったのでしょうか。 

これまではそのような特別な事情の時間というものはございません。 

他、ご質疑ございますか。 

これから集計する仕組みを構築する、とありますが、方向的にはタイムレコー

ダー以外の何かを考えるということですか。 

いえ、タイムレコーダーを使って集計します。一昨年の１０月頃から指紋認証

のレコーダーを試行的に使っているのですが、朝出勤したときにタイムレコー

ダーを押して、退勤するときにまた押すということを行っています。 

タイムレコーダーを押したあとも仕事をしているとか、言い出したらきりがな

いですが。 

そのようなことはないと思っています。 

民間企業であれば、すべてコンピューターから何から、何時以降は電源を落と

してしまうとか。結局はタイムレコーダーを使っていても、仕事ができてしま

うから、最終的にはコンピューターのネット環境とかを何時以降は切ってしま

うんですよね。それで仕事ができないようにする、というのが最終的なところ

にはありますが、学校の先生の場合、コンピューター自体や、学校も遅くとも

何時くらいまでには電源を落としてしまう、ということまでやってしまえば。

ただ、前もってこの日は事情があって時間がかかるので、ということで時間の

設定を伸ばしておけば、通常は何時以降は落ちますよ、くらいまでやれば結構

いいのかなと思いますが。 

中にはどうしてもということもあるでしょうから、現状そこまでやるのは厳し

いかと思います。一律に電源を落としてしまうと、逆に今度は持ち帰る可能性

もありますので、現在はそこまでは考えていないです。 

とりあえず、タイムレコーダーという仕組みを構築していく、という考えでご

ざいます。 

 時間設定は、労基のめいっぱいの時間ですよね。 

 これは国と道の指針に基づいた最長のものです。 

他、ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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教 育 長 

 

 

教 育 長 

 質疑がないようですので、議案第２号「美深町立学校における働き方改革行動 

計画の改定について」をお諮りします。原案のとおりでご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

それでは異議なしと認め、議案第２号は、原案通り可決いたします。 

 
 

（４）所管行政に関する協議 
 
 

教 育 長 

給食センター長 

教 育 長 

 

 

 

大 島 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

給食センター長 

 

 

 

 

 

 

 

大 島 委 員 

 

給食センター長 

教 育 長 

清 水 委 員 

 

 

給食センター長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

協議事項１「学校給食費の改定について」事務局の報告、説明を求めます。 

（協議事項１について説明） 

「学校給食費の改定について」事務局の説明が終わりました。この後の諸会議を 

経て、１２月の町議会に最終的に諮りまして、一部条例改正して、新年度４月 

からの改定ということになってございます。 

事務局の説明に対し、ご質疑、協議等ございましたらお願いします。 

この資料を今後も使うようであれば、１６ページの牛乳の価格が改定されて値上 

げになっていますが、帯グラフには反映されていません。まったく同じ長さで表 

示されていますので、帯グラフとして視覚に訴えるのであれば、きちんとしたグ 

ラフにすべきではないかと思います。上の文章でも「主食などの食材費が」とあ 

りますが、牛乳も値上げになっているわけですから、そのこともあげられたらど 

うかと思います。あと一つ質問ですが、小学生、中学生は５．５４円上がってい 

ますが、高校生は２円５０銭で、これは補助額が変わったために小学生、中学生 

の上がり方が大きいのでしょうか。 

１６ページの牛乳の帯グラフの表記の関係と、補助額等々について質問がありま 

したので、事務局、説明をお願いします。  

牛乳の価格につきましては、小学校、中学校につきましては、北海道から補助が

出てございまして、当初４２．５５円であったものが、令和２年につきましては、

４８．０９円で５．５４円上がっています。高校につきましては、義務教育では

ないので、道からの補助は出てございません。業者からの仕入れ価格に応じて、

価格が決まります。当初６９円であったものが、７１．５円で、２．５円しか上

がらなかったということで、高校については、業者に頑張っていただいていると

理解しています。ということで小学校、中学校と高校とで若干値上げの幅が違っ

ています。 

補助額は変わらないけれど、納入価格の値上げ幅が小学校、中学校の場合は大き

かったということですね。 

そうです。グラフにつきましては、その旨訂正させていただきます。 

他、ございますか。 

給食費の値上げの関係ではないのですが、以前に給食に関して、異物の混入です

とか、食器の数え間違い等の事故報告があったと思うのですが、最近はそういっ

たものはないのでしょうか。 

去年は１２月の段階で、ご報告をさせていただいておりましたので、今年度につ

いても１２月に報告させていただこうと考えています。今年は、パンの中に髪の

毛が入っていたというのが１件、あとは食器を数え間違えるといったものが１件

ございましたが、去年のように清水委員が指摘されたような大きな件数には至っ

ておりません。件数としては、現状は多い状況ではないということをご報告申し

上げます。 

１２月に書類で報告させていただくことを考えているということですので、よろ

しくお願いいたします。他、委員さんからございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは質疑がございませんので、協議事項１につきましては、協議を終わりま 

す。 
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続いて、報告事項１「仁宇布小中学校建替工事について」事務局の報告、説明を

お願いします。 

 本日お配りしております報告事項１と書かれた資料をご覧ください。仁宇布小中 

学校建替工事の進捗状況、昨日現在の写真となっています。上段左側は、南西側 

から見た渡り廊下、校舎の写真です。渡り廊下の部分が暗くて見づらいですが、 

渡り廊下の部分につきましては、サッシが入っております。校舎の方にはまだサ 

ッシが入っていない状況で、外壁もこれからというところです。上段右側は内部 

の写真ですが、あまり大きく変わりございません。この写真の天井にレールが見

えていますが、可動間仕切壁用のレールとなっています。教室の広さを変更でき

るレールで、このレールの長さが約２．７メートルほどとなっております。現在

内部については、電気や水道、機械設備の壁内や天井内の配線、配管を行ってい

る状況です。下段の写真については、屋根となっています。右側が南側普通教室

側の屋根です。少しわかりづらいのですが、板金がすべて終わっております。左

側の写真については、北側特別教室側の屋根です。こちらの方が屋根が大きい部

分なのですが、こちらについては野地板を張り終えているということで、これか

ら板金に進んでいく状況となっています。進捗状況につきましては、全体の約４

０％終えております。雨の影響によりまして、予定より１週間ほど遅れていると

いうような現在の状況となっているところです。以上です。 

事務局の説明が終わりました。質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは仁宇布小中学校建替工事進捗状況については、報告済みといたします。 

 

続いて１９ページ、「１１月の行事予定について」事務局の説明を求めます。 

（「１１月の行事予定について」説明） 

行事予定について、説明がおわりました。 

次回の教育委員会会議と秋の学校訪問の日程ですが、１１月１９日（木）で日程

調整をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり）  

それでは、１１月１９日（木）に秋の学校訪問と教育委員会会議を設定させてい

ただきたいと思います。 

続いて、秋の学校訪問の日程詳細について、説明をお願いします。 

（「秋の学校訪問」について説明） 

学校訪問日程、行事予定含めて、ご質疑ありましたらお願いします。 

 学校訪問ですが、今回新型コロナの関係もございまして、道立学校の訪問は控え 

 させていただきます。それと、仁宇布小中学校の建設現場を視察するというよう 

 な日程で調整させていただいています。日程等よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり）  

それでは、このような予定で進めさせていただきます。 

その他ですが私の方から、新型コロナウイルス感染症対策で、それぞれの学校で

行事等いろいろと工夫をしながら進めていただいてございます。美深中学校の学

校祭は学年ごとに、仁宇布小中学校については保護者に限定して、それぞれ無事

終えています。その後幼児センターについてもそれぞれクラス別に、美深小学校

においても同じように保護者に限定して、学年発表会という形で、それぞれ何と

か終えているということで、報告をいただいてございます。 

それと心配されていたＡＬＴについてですが、ケイリン先生が退任した後の後任

が、新型ウイルスの関係でなかなか決まらず、出入国の制限もありましたが、よ

うやく後任のＡＬＴが内定したという通知がありましたので、事務局から説明を

お願いします。 

先日、クレアの方から、１０月に入りＪＥＴプログラムの斡旋事業が再開したと

の連絡がございました。具体的にいつという日にちは決まっていないのですが、

候補者としてこの人が決まりましたという写真付きの通知がまいりました。例年
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ですと、このあと約２ヶ月ほどで美深町に入ってくるのですが、そこがまだはっ

きりしていません。 

内定者の紹介ができますか。 

イギリスの方で、男性、２５歳です。大学の方で日本語を学んでおられます。英

語を教える勉強も自国でされています。 

ケイリン先生の後任ということで、イギリス籍 

、２５歳の男性の方が内定したということで、手続きや出入国等の関係で最低２

ヶ月はかかるのかなと、そういった状況になってございます。何とか２人配置で

きる見込みがたったということで、お知らせいたします。その他事務局から何か

ございますか。 

（「なし」の声あり） 

委員さんの方から何かございますか。 

（「なし」の声あり） 

なければ、以上で本日の教育委員会会議に提案いたしましたすべての議案の審議

が終了いたしました。 

 

 

◎ 閉  会（午後５時１５分） 

 

教 育 長 

 

以上をもちまして、令和２年第１０回教育委員会会議を閉会いたします。お疲れ 

様でした。ありがとうございました。 

 

 

上記会議録について 令和２年１１月１９日確認 

 

北海道中川郡美深町教育委員会教育長  草 野 孝 治 

 

北海道中川郡美深町教育委員会職務代理者  安 喰 俊 博  


